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・
新
着
動
画
を
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ

　

の
「
国
税
庁
動
画
チ
ャ
ン
ネ
ル
」

　

や
国
税
庁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
番

　

組
「
Ｗ
ｅ
ｂ
‐
Ｔ
Ａ
Ｘ
‐
Ｔ
Ｖ
」

　

に
公
開
。

 

・
新
着
情
報
な
ど
の
各
種
情
報
を

　

ツ
イ
ッ
タ
ー
で
発
信
。

利
便
性
向
上
へ
の
取
り
組
み

　

ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
の
申

告
書
の
作
成
・
提
出
や
納
税
証
明

書
の
請
求
・
受
取
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
納
付
、
Ａ
Ｉ
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ

ト
（
ふ
た
ば
）
に
よ
る
税
務
相
談
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問
成
田
税
務
署

　

☎
０
４
７
６
‐
２
８
‐
５
１
５
１

伝
　
言
　
板

伝
　
言
　
板

み 

ん 

な 

の 

広 

場

催
し
・
講
座

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

や
ち
ま
た
駅
北
口
市い

ち

を
開
催
し
ま
す

時
11
月
６
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時　

※
雨
天
時
ま
た
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
中

止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

場
八
街
駅
北
口
広
場

内
八
街
産
落
花
生
や
新
鮮
野
菜
な

　

ど
の
販
売
・
さ
ま
ざ
ま
な
ス
テ

　

ー
ジ
イ
ベ
ン
ト

※
マ
ス
ク
の
着
用
、
手
指
消
毒
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
や
ち
ま
た
未
来
（
小
野
）

　

☎
４
４
４
‐
６
０
０
７

年
末
調
整
に
関
す
る
お
知
ら
せ

　

例
年
、
源
泉
徴
収
義
務
者
の
方

に
「
年
末
調
整
の
し
か
た
」  

「
源

泉
徴
収
税
額
表
」「
給
与
所
得
の

源
泉
徴
収
票
等
の
法
定
調
書
の
作

成
と
提
出
の
手
引
」
を
送
付
し
て

い
ま
し
た
が
、
今
後
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
年
末
調
整
な
ど

に
関
す
る
書
類
が
掲
載
さ
れ
ま
す

の
で
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

案
内
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を

送
付
し
ま
す
。
ま
た
、
年
末
調
整

手
続
き
を
電
子
化
す
る
こ
と
に
よ

り
、
各
種
控
除
額
の
検
算
や
控
除

証
明
書
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
が
な
く

な
る
な
ど
簡
便
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
成
田
税
務
署
法
人
課
税
第
二
部
門

　

☎
０
４
７
６
‐
２
８
‐
５
１
５
１

　

※
音
声
案
内
で
２
番
を
選
択

個
人
事
業
税
は
納
期
限
内
納
付
を

　

個
人
事
業
税
の
第
２
期
分
の
納

期
限
は
、
11
月
30
日
㈬
で
す
。

　

金
融
機
関
窓
口
や
コ
ン
ビ
ニ
エ

事
業
承
継
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

　

後
継
者
に
と
っ
て
夢
の
あ
る
事

業
承
継
に
す
る
た
め
に
、
将
来
の

ビ
ジ
ョ
ン
と
自
社
の
強
み
を
生
か

す
事
業
承
継
を
学
び
ま
せ
ん
か
。

時
12
月
２
日
㈮

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

場
八
街
商
工
会
議
所

定
30
人
（
先
着
順
）
費
無
料

〆
11
月
21
日
㈪

申
八
街
商
工
会
議
所
指
導
課

　

☎
４
４
３
‐
３
０
２
１

税
を
考
え
る
週
間

　

国
税
庁
で
は
、
毎
年
11
月
11
日

～
17
日
を
「
税
を
考
え
る
週
間
」

と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
広
報
広
聴

を
実
施
し
ま
す
。

主
な
取
り
組
み

 

・
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
特
設

　

ペ
ー
ジ
「
こ
れ
か
ら
の
社
会
に

　

向
か
っ
て
」
を
開
設
。

11
月
は
動
物
に
よ
る

　
　
　

危
害
防
止
対
策
強
化
月
間

　

～
犬
に
か
ま
れ
な
い
た
め
に
～

　

県
内
で
は
、
毎
年
子
ど
も
が
犬

に
か
ま
れ
て
け
が
を
す
る
事
故
が

起
き
て
い
ま
す
。
次
の
こ
と
に
注

意
し
て
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

○
知
ら
な
い
犬
に
は
近
づ
か
な
い

　

・
手
を
出
さ
な
い
。

○
知
っ
て
い
る
犬
で
あ
っ
て
も
注

　

意
す
る
。
近
づ
く
場
合
は
飼
い

　

主
の
了
解
を
取
り
、
犬
が
落
ち

　

着
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

○
エ
サ
を
食
べ
て
い
る
時
・
お
も

　

ち
ゃ
で
遊
ん
で
い
る
時
は
さ
わ

　

ら
な
い
。
取
ら
れ
る
と
思
っ
て

　

攻
撃
す
る
場
合
が
あ
る
。

○
し
つ
こ
く
さ
わ
る
な
ど
、
犬
が

　

い
や
が
る
こ
と
を
し
な
い
。
慣

　

れ
た
犬
で
も
我
慢
の
限
度
が
あ
る
。

○
放
た
れ
て
い
る
犬
を
見
て
も
走

　

ら
な
い
・
大
声
を
出
さ
な
い
。

　

逃
げ
る
と
追
い
か
け
て
く
る
事

　

が
あ
る
。
犬
と
目
を
合
わ
さ
ず
、

　

静
か
に
離
れ
る
。
飼
い
主
が
わ

　

か
ら
な
い
犬
が
放
た
れ
て
い
る

　

場
合
は
、
千
葉
県
動
物
愛
護
セ

　

ン
タ
ー
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

問
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
４
７
６
‐
９
３
‐
５
７
１
１

11
月
25
日
～
12
月
１
日
は

　
　
　

犯
罪
被
害
者
週
間
で
す
！

　

犯
罪
被
害
な
ど
に
遭
わ
れ
た
方

や
そ
の
家
族
が
、
犯
罪
に
よ
り
受

け
た
被
害
か
ら
立
ち
直
り
、
再
び

地
域
に
お
い
て
平
穏
に
過
ご
せ
る

よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
地
域
の

人
々
の
理
解
と
配
慮
が
必
要
で
す
。

性
犯
罪
被
害
相
談
電
話

　

☎
０
１
２
０
‐
０
１
‐
８
１
０
３

　

短
縮
ダ
イ
ヤ
ル

　

＃
８
１
０
３
（
ハ
ー
ト
さ
ん
）

問
佐
倉
警
察
署

　

☎
４
８
４
‐
０
１
１
０

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

 

「
も
し
か
し
て
？
」

　

た
め
ら
わ
な
い
で
！　

１い
ち

８は
や

９く

　

虐
待
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た

ら
、
迷
わ
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 

・
怒
鳴
り
声
が
聞
こ
え
る

 

・
子
ど
も
の
泣
き
声
が
絶
え
な
い

 

・
服
装
が
い
つ
も
汚
れ
て
い
る
な
ど

　

虐
待
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ

る
子
ど
も
を
見
つ
け
た
と
き
や
、

ご
自
身
が
出
産
や
子
育
て
に
悩
ん

だ
と
き
は
、
児
童
相
談
所
や
子
育

て
支
援
課
に
連
絡
ま
た
は
相
談
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

あ
な
た
の
１
本
の
お
電
話
で
救

わ
れ
る
子
ど
も
が
い
ま
す
。
連
絡

は
匿
名
で
も
可
能
で
す
。
連
絡
者

や
連
絡
内
容
に
関
す
る
秘
密
は
厳

重
に
守
ら
れ
ま
す
の
で
安
心
し
て

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

一
人
ひ
と
り
が
乗
り
や
す
い

　

乗
合
タ
ク
シ
ー
を
目
指
し
て

　
　
　
　
　
　

大
い
に
語
ろ
う
会

時
11
月
13
日
㈰

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

場
大
谷
流
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

内
意
見
交
換
会

対
乗
合
タ
ク
シ
ー
を
求
め
て
い
る
方

費
無
料

問
右
山　

弘
子　

　

☎
４
４
５
‐
５
８
９
９

ン
ス
ス
ト
ア
の
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
納
付
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

で
「
モ
バ
イ
ル
レ
ジ
ア
プ
リ
」 「
Ｐ

ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
」
な
ど
を
利
用
し
て

い
つ
で
も
納
付
が
で
き
ま
す
。
必

ず
納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

問
佐
倉
県
税
事
務
所

　

☎
４
８
３
‐
１
１
１
５

 

〈
相
談
・
通
告
先
〉

子
ど
も
家
庭
１
１
０
番

　

☎
２
５
２
‐
１
１
５
２

千
葉
県
中
央
児
童
相
談
所

　

☎
２
５
３
‐
４
１
０
１

子
育
て
支
援
課（
家
庭
児
童
相
談
室
）

　

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
１
８
９
（
い
ち
は
や
く
）

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動

　

11
月
12
日
㈯
～
25
日
㈮
の
２
週

間
を
運
動
週
間
と
し
、
女
性
の
人

権
尊
重
の
た
め
の
意
識
啓
発
や
教

育
の
充
実
を
目
的
と
し
て
実
施
さ

れ
ま
す
。
配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴

力
、
性
犯
罪
、
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な

ど
の
被
害
を
受
け
て
い
る
方
は
、

一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を
。

〈
相
談
先
〉

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

☎
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０

Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ

　

☎
０
５
７
０
‐
０
‐
５
５
２
１
０

子
育
て
支
援
課
（
家
庭
児
童
相
談
室
）

　

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
は
年
末
調
整
・
確
定

申
告
ま
で
大
切
に
保
管
を
！

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税

 

・
住
民
税
の
申
告
の
際
、
全
額
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
、

そ
の
年
の
１
月
１
日
～
12
月
31
日

に
納
付
し
た
保
険
料
が
対
象
で
す
。

　

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
に

は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

令
和
４
年
１
月
１
日
～
９
月
30

日
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
さ
れ
た
方
に 「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

を
10
月
下
旬
～
11
月
上
旬
に
日
本

年
金
機
構
か
ら
送
付
し
ま
す
の
で
、

大
切
に
保
管
し
、
年
末
調
整
や
確

定
申
告
の
際
に
使
用
し
て
く
だ
さ

い
。
令
和
４
年
10
月
１
日
～
12
月

31
日
の
間
に
今
年
は
じ
め
て
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
は
、

令
和
５
年
２
月
上
旬
に
送
付
予
定

で
す
。

　

ま
た
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
さ
れ
た
場
合
も
、
本

人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
家
族
あ

て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添

付
の
う
え
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
の
照
会
は
、
控

除
証
明
書
の
は
が
き
に
記
載
の
電

話
番
号
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
０
０
４

　

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
の
場
合

　

☎
０
３
‐
６
６
３
０
‐
２
５
２
５

国税庁
ＨＰ

問 時場内

時場内問

問

対費時場定

費

申〆

問

問

問問

問

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５
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